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平成 24 年５月 11 日 

各      位 

上 場 会 社 名 株式会社セラーテムテクノロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長  池田 修 

（コード番号  4330 大証 JASDAQ 市場） 

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2 

  

平成 24 年６月期第３四半期報告書の提出遅延のお知らせ 

 

当社は、金融商品取引法に定める提出期限であります平成 24 年５月 15 日までに、平成 24 年

６月期第３四半期報告書を提出できない見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。また、平成 24 年６月期第３四半期決算短信につきましても、同様に平成 24 年５月 15 日

までに開示できない見込みであるため、その旨をお知らせいたします。 

 

記 

１．遅延する理由 

本日平成 24 年５月 11 日付当社適時開示「「金融商品取引法第 193 条の３第１項の規定による

財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実の通知」に対

する回答についてのお知らせ」のとおり、当社は、財務計算に関する書類の適正性の確保のため

に適切な措置をとるべく、今後速やかに、過去に公表した平成 22 年６月期第２四半期から平成

24 年６月期第 2四半期までの決算を遡って訂正することが相当であるとの見解に至りました。 

過年度決算訂正の詳細な内容については現在調査検討中でありますが、対象期間が長期にわた

ることや、監査法人の監査を受けていない財務諸表の期間が生じるため、追加で監査を受ける必

要が見込まれること等から、現在においても平成 24 年６月期第３四半期報告書におよぼす影響

額を確定するまでには至っておりません。また、監査法人が過年度決算訂正処理の適正性を確認

した上で、平成 24 年６月期第３四半期報告書の四半期レビュー報告書を当社に交付するまでに

は相当の時間を要すると思われます。そのため、平成 24 年６月期第３四半期報告書は、金融商

品取引法が定める提出期限である平成24年５月15日までには提出できない見込みとなりました。 

 

２． 監理銘柄（確認中）への指定見込みについて 

大阪証券取引所の規則において、金融商品取引法に定める提出期限までに四半期報告書を提出

できる見込みがない旨の開示をした場合、当該銘柄を監理銘柄（確認中）に指定することとされ

ております。 

これにより、当社株式は、大阪証券取引所より投資家の皆様の注意を喚起するため、本日平成

24 年５月 11 日付にて監理銘柄（確認中）に指定される見込みであります。 

なお、平成 24 年３月６日付当社適時開示「当社株式の監理銘柄（審査中）の指定に関するお

知らせ」のとおり、当社役員らの逮捕にともない、当社は現在においても監理銘柄（審査中）に
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指定されていることも重ねてお知らせいたします。 

 

３．今後の見通し 

当社は、可能な限り速やかに過年度の数値の訂正を行い、数値面での影響額が判明次第適時開

示によりお知らせいたします。また過年度の有価証券報告書、決算短信等の訂正も速やかに行い、

当期の第３四半期決算短信および第３四半期報告書とともに確定次第発表させていただく予定

です（あわせて本日平成 24 年５月 11 日付当社適時開示「過年度決算の訂正に関するお知らせ」

もご参照下さい）。 

なお、本件により、株主様及びお取引先様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心

配をお掛けしていることを心よりお詫び申し上げます。 

以上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR 担当   TEL: 03-6820-0740  


